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☆芸能人・スポーツ選手の知的財産権と課税（上） ⑴

１．はじめに

　多額の報酬を短期間で稼得する芸能人やスポーツ
選手は、世界中でパフォーマンスを行うため、その
報酬に対してどこの国が課税権を有するかは、納税
者である芸能人・スポーツ選手だけではなく、課税
当局も注目する。一般的な役務提供による対価とは

性質が異なることからも、OECDモデル租税条約で
は17条に芸能人およびスポーツ選手に対する規定が
設けられている。しかし、その対象となる芸能人・
スポーツ選手の範囲や、彼らの肖像権使用料と17条
の対象になる報酬について、条約の規定だけでは対
象範囲が不明確な場合がある。
　ワールドツアーやオリンピック等、その活動およ
び報酬形態が複雑化する芸能人・スポーツ選手につ

芸能人・スポーツ選手の知的財産権と課税
（上）
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TH総合法律事務所は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。
TH総合法律事務所の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵
害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタン
ト業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発
明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。
また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会（原則月１回18時から20時まで。懇親会あり）を主
催しており、随時ニュースレターを発行しております。
高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。
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